
戸沢村卓越技能者顕彰要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本村の技術者の地位と技術水準の向上を図るため、本村産業に

従事して、その発展に貢献し、他の模範となる優秀な技能者を顕彰することについ

て必要な事項を定めるものとする。 

（顕彰の対象者） 

第２条 顕彰の対象者は、本村に居住する次に掲げる職種の技能者とする。 

（1） 建築大工、家具・木工、板金、畳、左官、石工、及び造園 

（2） その他、前号に関わらず、村長が適当と認める職種 

（顕彰の基準） 

第３条 顕彰は、次の各号に定める基準全てに該当するものに対して行う。 

（1） 卓越した技能を有する者で、現に当該職業に従事し、又は後進の育成指導に

努めている者 

（2） 技能を通して労働者の地位の向上及び産業の発展に寄与した者 

（3） 技能者としての経験年数が 20年以上の者 

（4） 過去において禁固以上の刑に処せられたことがない者 

（顕彰の時期） 

第４条 顕彰は、毎年１回行うこととする。 

（顕彰の方法） 

第５条 顕彰は、様式第１号による顕彰状を持って行う。 

２ 顕彰を受けた者の功績は、村の広報誌により公表するとともに、顕彰者名簿に登

載する。 

（推薦の方法） 

第６条 事業主は、第３条に該当すると認める者があるときは、様式第２号による戸

沢村卓越技能者顕彰候補者推薦書に所定の事項を記載し、毎年９月末日まで村長に

提出するものとする。但し、各課等の長が必要と認めるときは、同様の方法で村長

に推薦することができる。 

（選考委員会） 

第７条 顕彰該当者を選考するため、戸沢村卓越技能者顕彰選考委員会（以下「選考

委員会」という。）を置く。 

２ 選考委員会の委員は、次に掲げる者に村長が命じ、また委嘱する。 

（1） もがみ北部商工会戸沢支部長 

（2） 戸沢村総務課長 

（3） 戸沢村まちづくり課長 

（4） 戸沢村建設水道課長 

（5） その他村長が必要と認める者 

 



３ 選考委員に委員長及び副委員長を置き、委員長はもがみ北部商工会戸沢支部長を

もって充てて、副委員長は、委員の中から指名したものをもって充てる。 

４ 選考委員は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（庶務） 

第８条 選考委員会の庶務は、戸沢村まちづくり課において行う。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 

附 則 

２ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 


